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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
五
六
年
七
月
一
七
日
(
金
〉
午
後
一
時
半
|
五
時

「
経
済
学
に
お
け
る
認
識
の
諸
問
題
l
l
s
D
・
ヒ
ュ

l
ム
か
ら

I
・
M
-

ケ
イ
ン
ズ
に
い
た
る
一
つ
の
伝
統
に
つ
い
て
」

報
告
者
北
海
道
大
学
経
済
学
部
教
授

白

井

孝

昌

出

席

者

二

四

名

最
近
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
『
法
学
研
究
論
集
』
第
九
巻
第
四
号
の
特
集
「
法

と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
経
済
学
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
計
量
経
済
学
的
手
法
の
応

用
は
、
法
学
界
に
お
け
る
新
し
い
動
向
と
し
て
若
い
研
究
者
の
注
目
を
集

め
、
法
学
の
領
域
に
対
す
る
「
経
済
学
の
侵
入
」
と
い
っ
た
セ
ン
セ
ー
シ
ョ

ナ
ル
な
言
葉
さ
え
聞
か
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
の
も
つ
方
法
論
上
の
問

題
に
つ
い
て
、
経
済
学
者
の
立
場
か
ら
若
干
の
コ
メ
ン
ト
が
加
え
ら
れ
た
。

計
量
経
済
学
の
手
法
が
経
済
学
の
中
で
無
視
し
え
な
い
地
歩
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
ケ
イ
ン
ズ
以
後
の
消
費
関
数
の
計
測
、
マ
ク
ロ
・
モ
デ

ル
の
計
量
化
等
の
動
向
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
ケ
イ
ン
ズ
自
身
は
計

量
経
済
学
の
方
法
に
き
わ
め
て
懐
疑
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
は

彼
の
生
来
の
性
向
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
ヒ
ュ

l
ム
以
来
の
論
理
学
の
発
展

に
か
ん
す
る
彼
自
身
の
深
い
研
究
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
判
断
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
た
。
確
率
論
研
究
の
過
程
で
ケ
イ
ン
ズ
が
ヒ
ュ

1
ム
に
対
し

て
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
研
究
対
象
と
し
て
の

人
間
行
為
の
構
造
に
言
語
的
表
現
を
与
え
る
過
程
で
生
じ
る
実
態
と
言
語
ム

の
聞
の
ず
れ
に
か
か
わ
る
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
う
え
で
、
経
済
学
(
そ
し

て
お
そ
ら
く
は
法
学
〉
に
お
け
る
諸
問
題
に
は
、
「
実
態
に
応
じ
た
問
題
」

と
「
作
為
的
な
問
題
」
と
が
あ
っ
て
、
し
か
も
両
者
の
区
別
が
き
わ
め
て
困

難
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
後
者
は
「
観
念
の
遊
び
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
遊

び
の
ル
ー
ル
が
明
白
で
あ
れ
ば
、
そ
の
無
意
味
さ
も
わ
か
り
や
す
い
。
し
か

し
実
際
に
は
ル
ー
ル
を
不
明
瞭
に
す
る
事
情
が
多
く
あ
り
、
問
題
自
体
の
無

意
味
さ
が
明
白
で
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。

最
後
に
、
観
念
相
互
間
の
諸
関
係
に
は
種
々
の
性
質
の
も
の
が
あ
っ
て
、

因
果
関
係
は
そ
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
回
帰
分
析
の
手
法
自
体

は
諸
変
数
問
の
関
係
が
因
果
関
係
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
な
い
こ
と
が
指
摘

さ
れ
た
。
経
済
学
が
哲
学
か
ら
独
立
し
て
以
来
、
経
済
学
者
は
因
果
性
の
意

味
を
深
く
考
え
る
習
慣
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
が
、
他
方
、
因
果
関
係
を
認

定
す
る
と
い
う
困
難
な
問
題
は
、
一
定
の
手
法
を
盲
目
的
に
適
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
誰
に
で
も
容
易
に
解
決
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
は
今
日
に
い

た
っ
て
も
け
っ
し
て
達
成
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

配
布
資
料
白
井
孝
昌
「
ケ
イ
ン
ズ
『
自
由
放
任
の
終
駕
』
を
読
む
」
、

『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
、
一
九
八
一
年
五
月
号
所
収
。

北法32(3・151)775 



報

O
昭
和
五
六
年
九
月
二
五
日
(
金
〉
午
後
二
時
半

l
六
時

ユ
ス
?
イ
1
γ

ポ
リ
ツ
ア
イ

「]口町昨日同
nrmロ
E
L
H
ν
D
]
5
5
n
r
g
〔
司
法
事
項
と
警
察
事
項
〉
」

講
師
問
問
-H凶
8
2
n
r己
-
カ
ー
ル
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
教
授

(
西
独
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
)

通

訳

和

田

卓

朗

出

席

者

二

九

名

近
年
、
中
世
法
の
構
造
に
関
す
る
新
見
解
を
打
ち
出
し
て
き
て
お
ら
れ
る

グ
レ
ッ
シ
ェ
ル
教
授
が
、
近
世
の
法
と
国
家
の
あ
り
方
の
理
解
の
仕
方
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
な
展
望
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
か

|
l木
講
演
は
、
こ
の
点

を
十
分
う
か
が
わ
せ
て
呉
れ
る
雄
篇
で
あ
る
。
村
上
淳
一
教
授
(
東
大
〉
や

辻
泰
一
郎
氏
〔
明
治
学
院
大
)
の
論
考
を
鴨
矢
と
し
て
、
近
年
、
我
が
国
の

ポ
リ
ッ
ア
イ

西
洋
法
史
学
界
も
、
「
警
察
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
近
世
の

法
U
国
制
の
実
態
に
迫
ろ
う
と
い
う
気
運
を
見
せ
て
き
て
い
る
こ
と
を
思
え

ば
、
こ
れ
は
す
こ
ぶ
る
時
機
を
得
た
も
の
と
言
え
る
。

ポ
P
ツ

ア

イ

が

り

さ
て
、
近
世
に
お
け
る
「
警
察
」
の
概
念

Q
-
h・
同
日
自
身
内
C
、
警

ツ

ア

イ

ボ

リ

ツ

ア

イ

察
条
令
と
私
法
と
の
関
係
(
の
・
内

ω島
田
m
F
o
z
p
問
-
m
n
z
-回
目
)
、
警
察

ポ
"
ツ
ア
イ

学
(
出
・
呂
田
百
〉
等
、
「
警
察
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
法
史
学
が
挙
げ
て

ポ
同
ツ
ツ
ア
イ

き
た
成
果
を
通
観
さ
れ
た
教
授
は
、
近
世
ド
イ
ツ
国
制
史
上
、
「
警
察
」
のdF
V
 

果
た
し
た
役
割
と
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
さ
れ
る
。
「
警

ヲ
ア
イ
察
権
百
ωMUD-w片
宮
内
」
の
分
析
、
そ
の
「
吉
田
同
久
OHggι
仲間
)
D
E
F
E
B」
と

の
脈
絡
・
異
同
の
解
明
等
を
通
じ
て
、
近
世
「
絶
対
主
義
」
国
家
権
力
の
生

』

moツ
ア
イ

成
に
際
し
て
「
警
察
」
の
演
じ
た
役
割
を
全
面
的
に
検
討
す
る
作
業
は
、
更

に
、
中
世
の
法
観
念
と
近
世
・
近
代
の
そ
れ
と
の
連
続
面
と
断
層
を
明
る
み

雑

に
出
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
「
判
告
毛
色
白
Z
B」
、
「
協
約
百
ロ
ロ
ロ
色
、

ポ
リ
ッ
ア
イ

「
訣
命
令
河
内
wnygm司
宮
と
と
い
う
立
法
類
型
を
設
定
し
、
警
察
条
令
に
起

源
を
有
す
る
と
さ
れ
る
第
三
の
法
命
令
説
的
法
源
論
の
漸
次
的
一
般
化
を
も

っ
て
近
世
・
近
代
法
の
特
徴
を
説
明
す
る
構
想
(
当
・
巴
邑
)
も
、
今
一

度
、
吟
味
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
(
こ
の
構
想
の
出
発
点
に
置
か
れ
る

立
法
の
三
「
類
型
」
の
内
容
の
再
吟
味
、
そ
の
相
互
的
流
動
性
・
相
対
伎
を

示
唆
す
る
同
8
2
n
r
m
-
-
w
L
U
n
r
g
Eロ
LEロ
m
J
B
h
m，
g
芯

nr巳
E
E
H

国
内
同
]
己
一
同
ロ
ロ
出
色
目
umwf
回
仏
・
日
u
E
4
M
w

切
白
ロ
rm丘

UHO印円。
-rgH回目
)
h
-

HN巳
円
宮
耳
向
山
民
ロ
自
己
巳
印
ロ
D
H
E
R
-〈
m

Cロ
mFMロ
ア
宮
川
河
内
山
口
宮
ロ
ロ
《
H

F
F
仲
間
昨
日
目
宮
-
5
E
E
ハ
〈
DH同門出問。ロ・問。岡田ロ
r
g
m
s
-
M
Q
H
H
C
w
E誌

な
ど
が
あ
る
〉
。

教
授
は
、
一
七
、
一
八
世
紀
の
判
例
文
献
ロ

g
U
5
5巳
5
5昨
日
で
大

ユ

ス

テ

ィ

ー

ッ

ポ

リ

ツ

ア

イ

い
に
議
論
さ
れ
た
「
司
法
事
項
と
警
察
事
項
」
と
い
う
問
題
を
分
析
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
課
題
に
挑
戦
さ
れ
た
。
確
か
に
、
ラ
ン
ト
君
主
は
、

ポ

リ

ツ

ア

イ

ヲ

イ

ヒ

「
警
察
事
項
」
は
(
帝
国
)
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
外
に
あ
る
旨
の
主
張
を

繰
り
返
し
た
が
、
「
私
人
の
権
利
宮
田
宮
古
巳
0
2
5」
の
侵
害
の
存
在
が
主

ユ

ス

テ

ィ

ー

ッ

ヲ

イ

ヒ

張
さ
れ
た
場
合
は
「
司
法
事
項
」
と
し
て
(
帝
国
〉
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す

る
、
と
い
う
法
律
家
の
通
念
が
排
さ
れ
る
こ
と
に
は
つ
い
に
な
ら
な
か
っ
た

ユ
ス
テ
ィ
ー
ツ
ポ
凶
ア
ツ
ア
イ

の
で
あ
る
。
「
司
法
事
項
と
警
察
事
項
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
、
後
者
は

「
実
体
ハ
法
〉
」
、
前
者
は
「
訴
訟
(
法
ど
と
、
レ
ベ
ル
を
異
に
す
る
概
念

で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
君
主
が
そ
の
コ
5
5
2ロ
E
口門出唱。

-
E
2
g」

な
い
し
コ
g
H
U
G
-
E
S」
を
正
当
に
行
使
し
て
い
る
か
は
、
個
々
の
場
合
に

ヲ
イ
a

ヒ

つ
い
て
常
に
、
(
帝
国
)
裁
判
所
の
審
理
対
象
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
こ
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の
状
況
下
で
は
、
近
世
を
通
じ
て
ラ
ン
ト
の
「
絶
対
」
君
主
が
築
い
て
い
っ

ポ
リ
ツ
ア
イ

た
立
法
権
の
「
法
」
的
根
拠
を
そ
の
警
察
権
能
に
求
め
る
こ
と
は
無
意
味
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
古
帝
国
の
法
状
態
を
「
司
法
国
家
吉
田
弘

E
g
t
(
0・
v
p・

3
C
と
呼
ぶ
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
教
授
の
お
考
え
の
様
に
、
既
に
近
代
的

な
意
味
で
の
「
法
治
国
家

H
N
2
z
g
g巳
」
と
名
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
か

は
、
も
と
よ
り
議
論
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

講
演
に
引
き
続
き
、
絶
対
主
義
的
ラ

γ
ト
君
主
の
行
政
権
(
独
立
)
の
主

張
の
貫
徹
の
た
め
の
試
み
(
大
権
裁
判
宮
山
口
F
Z胃
5
ご
、
ロ
ー
マ
法
上
の

公
・
私
法
の
別
が
近
世
法
史
上
果
た
し
た
(
も
し
く
は
、
果
た
さ
な
か
っ

早

ス

テ

ィ

ー

ツ

ポ

"

ツ

ア

イ

た
〉
機
能
、
「
司
法
事
項
と
警
察
事
項
」
の
説
明
に
「
実
体
法
」
・
「
訴
訟

ポ
リ
ツ
ア
イ

法
」
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
の
研
究
史
的
意
味
と
問
題
点
、
警
察
条
令
が
一

九
世
紀
パ
ン
デ
タ
テ
ン
法
学
も
し
く
は
(
ギ
l
ル
ケ
の
批
判
を
通
じ
て
)
ド

イ
ツ
民
法
典
に
与
え
た
(
も
し
く
は
、
与
え
な
か
っ
た
)
影
響
な
ど
を
め
ぐ

っ
て
、
活
発
な
質
疑
、
討
論
が
行
な
わ
れ
た
。
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